
   
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

農地の荒廃・乱開発を防ぎ、優良農地を維持するために、農地パトロールを実施中！ 

来年（令和８年）７月１９日には、現在の農業委員並びに農地利用最適化推進委員（以下、農業委

員等）の任期が満了することから、新たな（次期）農業委員等を公募し、選任する必要があります。 

 

主な職務内容 

農業委員 

１.農業委員会総会及び各種会議等に出席し、農地の権利移動や転用等に係る許認可に伴う審議 

及び決定を行う。 

２.農地利用最適化推進委員と連携し、担い手への農地の利用集積・集約化の推進、遊休農地の 

発生防止・解消の推進、新規就農の支援をするための活動を行う。 

３.地域内の農業および農業者に関する調査及び情報収集を行い、関係行政機関等に対し、農業 

委員会の意見を行う等。 

 

農地利用最適化推進委員 

１.農業委員会総会及び各種会議等に出席し、農地の権利移動や転用等の現地調査、推進委員と 

して意見を述べる。 

２.農業委員と連携し、担当する区域において、現場活動を通じて農地利用の最適化の推進活動 

を行う。 

３.農業委員と連携し、地域の話合いの推進や個別相談、農地中間管理機構等の連携に努める等。 

 

※農地利用最適化推進委員は、農業委員とほぼ同様の役割を担い、連携し担当区域における 

農地利用の最適化を推進しますが、法に基づく案件についての総会での議決権はありません。 

 

・新たな（次期）栗東市農業委員会組織（令和８年７月２０日～令和１１年７月１９日） 

 農業委員        １４名 

 農地利用最適化推進委員   ７名  

 

※公募の方法等については、今後の 

ミニ広報や栗東市ホームページなどで 

改めてお知らせします。 
 

２ページ 

耕作放棄地の解消を目指して頑張っています！ 
「栗東いちじく」地域団体商標を取得！ 

３ページ 

湖国女性農業・推進委員協議会に参加しました！ 
食育推進の一環として！！ 
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毎年１１月頃に市内大規模パトロールを実施し、無断転用、遊休荒廃農地の対象者への通達

を行い、その解消を求めています。 

 しかし、以下の写真のような長年にわたり解消されない悪質な農地があります。 

 毎月５日を基準日としての、月例の農地パトロールも実施しています。 

 市内にはいまだ約１１４ａの遊休荒廃農地があります。 

 市内の遊休荒廃農地解消に向けて、今後もパトロール等を実施していきます。 

（農地部会 青木文男） 

栗東市の特産品であるいちじくが「栗東いちじく」として地域団体商標を取得しました。 

栗東市では初の取得で、県内では１４件目になります。 

地域団体商標の登録は、地域ブランドの保護による地域経済の活性化を目的としており、今

後３つの効果が期待されます。 

①法的効果：模倣品対策及びライセンス契約等が可能となる。 

②地域の名物として、国に保護されており、他商品との差別化が図られ、商品のブランド力

向上につながる。 

③その他の効果：商標を団体で独占的に使用することにより、事業者のブランドやサービス

に対するモチベーション及び組織力の向上につながる。 

地域団体商標の取得により、「栗東いちじく」のさらなるブランド化が期待されます。 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

農地の権利移動等情報（令和 7 年 6-8 月） 
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令和７年６月２４日にキラリエ草津６階大会議室 

において、湖国女性農業・推進委員協議会の総会が 

開催されました。 

 研修会では、長野県から有限会社トップリバーの 

取締役会長の嶋﨑田鶴子様を講師に招き、「令和の 

農業界の女性の役割について」講演されました。 

農作業と家事、育児の両立の難しさといった女性 

農業者の課題を提起され、自らの過去の経験から得 

た女性の役割を中心に話が進みました。 

今までと違う農業経営感覚やリーダーのあり方を 

学ぶことができた研修会でした。 

（女性農業委員等の会 青木喜久美）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

↑研修会の様子 

 

令和７年７月９日に葉山東小学校の校庭において、食育事業として児童、先生と一緒に大豆の播

種作業を行いました。この事業は、当小学校の要望で実現したものです。あいさつの中で杉田農地

利用最適化推進委員が食の大切さの話をされ、その後、みんなで、草刈りから播種まで杉田委員の

指導のもと、よい汗をかきながら頑張りました。 

大豆は若いうちに収穫すると枝豆として、大豆として収穫した後も、そのまま食べるだけでなく、

様々な食品に加工することができ、食育の題材にするのにはピッタリな食材です。 

児童と一緒に育てる大豆は、収穫後、味噌に加工され、おみそ汁に調理して試食される予定 

です。 

今年も記録的な酷暑に見舞われていますが、おいしいおみそ汁がいただけるように、管理指導さ

れます。市内の小学校でそれぞれ取り組まれている食育教育にこれからも、農業委員、農地利用最

適化推進委員も協力し、子どもたちには体験することにより食の大切さを学んでほしいです。 

（農政・広報部会 小山邦一） 

 

 

きます。 

食育推進の一環として！！ 
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※ 担当者に連絡が、繋がらない場合は、事務局から連絡します。 

☆総会日程☆ 

第 27 回栗東市農業委員会総会・・令和 7年 10月 10日(金) 午前 9時 30分～  場所:市役所庁舎 4階 協議会室 

第 28 回栗東市農業委員会総会・・令和 7年 11月 10日(月) 午前 9時 30分～  場所:市役所庁舎 4階 協議会室 

第 29 回栗東市農業委員会総会・・令和 7年 12月 10日(水) 午後 3時 00分～  場所:市役所庁舎 2階  第１会議室 

 

 

 

第 24 期栗東市農業委員会   会長 : 武村秀夫      副会長：大角 重治 

編 集 : 栗東市農業委員会農政・広報部会               農政・広報部会長  : 小山邦一   

農政・広報部会員 :  小山邦一 / 服部新次 / 青木喜久美/ 田中喜八郎 

発行日 : 令和 7 年 9 月 11 日(木)  発 行 : 栗東市農業委員会  TEL:077-551-0319  FAX:077-551-0148 

区

域

美之郷・浅柄野・雨丸 農業委員 中島　豊勝 077-558-0444 田村

中村 農業委員 服部　新次 077-558-1086 山口

上向・下向・川南 農業委員 青木　文男 077-558-1262 青木喜

蔵町 農業委員 青木　喜久美 090-8828-5836 青木文

片山・走井・成谷
農地利用

最適化推進委員
田村　耕一 090-2599-5879 中島

山入・辻越
農地利用

最適化推進委員
山口　和浩 090-3465-5101 服部

東坂・井上・観音寺
農地利用

最適化推進委員
竹村　明 090-3947-2270 山口

伊勢落・林 農業委員 武村　秀夫 077-552-3132 村田

小野・手原・大橋 農業委員 小山　邦一 090-5648-7273 大角

六地蔵 農業委員 大角　重治 090-5057-2224 小山

出庭・辻・今土 農業委員 小西　　隆 090-7353-5969 松村

小坂
農地利用

最適化推進委員
村田　和美 070-6500-4879 武村

中・宅屋
農地利用

最適化推進委員
松村　洋子 080-1432-8786 小西

小柿・小柿第１・新屋敷・中沢
・下鈎甲・下鈎乙・下鈎糠田井

農業委員 片岡　郁雄 077-552-1363 林

下戸山・岡・目川 農業委員 田中　喜八郎 090-6556-4978 𠮷川

坊袋・川辺 農業委員 𠮷川　新太郎 077-552-3548 田中

上鈎・安養寺
農地利用

最適化推進委員
林　久 077-552-4557 片岡

小平井・北中小路・十里 農業委員 寺田　忠良 090-1487-7406 杉田

市川原・笠川・霊仙寺
農地利用

最適化推進委員
杉田　健一 080-8940-0589 寺田

綣第１・綣北・綣南
・蜂屋・野尻・苅原

農業委員 後藤　　昇 090-8575-6278 杉田

葉
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宝

担　当　集　落　名 職 担　　当 連　絡　先 副担当

金
　
　
　
勝

《 第２４期栗東市農業委員会委員 ◆ 第３期栗東市農業委員会農地利用最適化推進委員 》

農地法に基づく申請・届出その他関係書類の

現 地 確 認 担 当 一 覧
農地法に基づく申請や届出等の手続き書類の現地の判断や、農地等に関するご相談は、下記の担当が対
応します。

（担当期間：令和５年７月２０日～令和８年７月１９日）
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